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     食品衛生法第２８条第４項の規定に基づく収去食品等の試験に関する事務の 

   登録検査機関への委託の指示について（落花生及びナッツ類加工品） 

 

 

 試験事務の登録検査機関への委託については、平成１６年１２月２日付け食安発第

１２０２００３号（最終改正平成２０年１２月２６日）「食品衛生法第２８条第４項

の規定に基づく収去食品等の試験に関する事務の登録検査機関への委託について」（以

下「部長通知」という。）により通知しているところです。 

 今般、平成２１年５月１５日付け食安輸発第０５１５００２号「モニタリング検査

の実施について（落花生及びナッツ類加工品）」により、全輸出国の落花生及びナッ

ツ類加工品（加熱せずにそのまま食するものに限る）について、検査の実施が示され

ました。また、新型インフルエンザ発生による検疫強化に対応する応援態勢により検

査を担当する人員の不足のため、検査の実施が困難な状況にあります。     

つきましては、サルモネラ属菌の検査については、その試験に関する事務の一部に

ついて、部長通知の別添の１の（１）に基づき、登録検査機関に委託することとしま

したので、その実施に当たり、下記に留意されるようお願いします。 

 

 

 

記 

 

１．登録検査機関に委託を行うための検査件数等については、当室より別途指示する。 

 

２．上記１．において検体数の割り振りがあった検疫所のうち、登録検査機関と委託

契約を締結する検疫所については、当室より別途指示する。 

 

３．部長通知の別添の３の（１）に関連し、地方厚生局における適合命令等の発出   

及びその改善確認の状況については、必要に応じ別途情報提供する。 

 




